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階層区分 階層区分の基準 

患者負担割合  ２割（※１） 

月額自己負担上限額（外来＋入院＋薬＋訪問看護） 

一般 高額かつ長期（※２） 人工呼吸器装着者 

生活保護 － 0円 0円 0円 

低所得Ⅰ 市民税 

非課税 

(世帯) 

本人年収 80万９千円 

以下 
2,500円 2,500円 

1,000円 

低所得Ⅱ 
本人年収 80万円９千円

超 
5,000円 5,000円 

一般所得Ⅰ 
市民税 

課税以上（所得割額）7.1万円未満 
10,000円 5,000円 

一般所得Ⅱ 
市民税（所得割額） 

7.1万円以上 25.1万円未満 
20,000円 10,000円 

上位所得 
市民税（所得割額） 

25.1万円以上 
30,000円 20,000円 

入院時の食費 全額自己負担 

※ ⑧必ず「所得額・課税額」が分かる証明書を取得してください。 

※ ⑧「所得額課税証明書」は原則、令和 7年１月１日現在で住民票を置いていた自治体でのみ交付され

ますので、令和 7年中に転居された方はご注意ください。また、本人以外が手続する際は、委任状が

必要な場合があります。詳しくは、市役所・町村役場の交付窓口でご確認ください。 

 

⑨ 年金受給等に係る資料のコピー 
市町村民税が非課税世帯の方（階層区分が低所得Ⅰ、Ⅱの方）で、ご自身が令和６年に 

遺族年金等（遺族年金、障がい年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等）を受給して 

いる場合は、前ページ⑧に加えて、年金改定額通知書等の公的機関発行の資料のコピーを 

提出してください（※令和 6年１月１日から同年 12月 31日までに受け取った額が分かる年 

金のはがきなど）。 

⑩ 世帯内特例に係る資料のコピー 
同じ世帯で、他に指定難病医療費もしくは小児慢性特定疾病医療費の受給者がおり、か 

つ、同じ種類の保険証をお使いの場合は『世帯内特例』に該当し、自己負担上限額が軽減 

される場合があります。 

該当する世帯員の「指定難病医療費受給者証」もしくは「小児慢性特定疾病医療受給者 

証（給付決定通知書）」のコピーを提出してください。 
⑪ 生活保護の受給を証明する書類のコピー 

生活保護を受給している方は、現在受給中であることを証明できる書類を提出してくだ 

さい。(書類の取得については、福祉事務所の担当ケースワーカーに相談ください。) 

また、生活保護を受給し医療保険に加入していない場合、④・⑦・⑧の提出は不要です。 

 

 

 

※ 自己負担上限額（月額）は、所得等に応じて決定されます。収入額の変動や保険証の変更な

どにより、現在お使いの受給者証の額から変更される場合がありますのでご留意ください。 

 

【参考】自己負担上限額（月額） 






















